
判事補の経験多様化に関する基本方針

（平成１６年６月２３日 裁判官会議議決）

最高裁判所は，判事補が，裁判所外部において，裁判官以外の法律専門職と

しての経験その他の多様な経験を積むことは，多様で豊かな知識，経験を備え

た視野の広い判事を確保するために極めて有意義であるとの認識に立って，こ

れまで行政機関等への出向，民間企業等への派遣，海外留学，在外公館等での

勤務等のプログラムの拡充を図ってきたところであるが，今般 「判事補及び検，

事の弁護士職務経験に関する法律 （平成１６年法律第１２１号）が成立し，判」

，事補がその身分を離れて弁護士の職務を経験することができる制度が創設され

判事補に多様な外部経験の機会を与えるための制度的な条件が整備されたこと

を受け，下記のとおり，判事補の経験多様化に関する基本方針を定める。

記

事件処理態勢の確保，適切な受入先の確保・拡充等の環境・条件を整備した

上，原則としてすべての判事補に，弁護士職務経験，行政機関，在外公館等で

の勤務，民間企業等への派遣又は海外留学等の多様な経験を積む機会を与える

ものとする。
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